
避
ひ　な　ん　し　じ

難指示 で 必ず避難
避
ひ　な　ん　か　ん　こ　く

難勧告は廃止です

警戒レベル

４

災害発生災害発生
又は切迫又は切迫

災害の災害の
おそれ高いおそれ高い

災害の災害の
おそれありおそれあり

気象気象
状況悪化状況悪化

今後気象状況今後気象状況
悪化のおそれ悪化のおそれ

警戒レベル 新たな避難情報等

５ 緊
き ん き ゅ う あ ん ぜ ん か く ほ

急安全確保 ※１

〈警戒レベル４までに必ず避難！〉

４ 避
ひ な ん し じ

難指示 ※２

３ 高
こ う れ い し ゃ と う ひ な ん

齢者等避難 ※３

２ 大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

１ 早期注意情報
（気象庁）

これまでの避難情報等

災害発生情報
（発生を確認したときに発令）

・避難指示（緊急）
・避難勧告　　　　
避難準備・

高齢者等避難開始
大雨・洪水・高潮注意報

（気象庁）

早期注意情報
（気象庁）

※１  市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。
※２  避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※３  警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じた

ら自主的に避難するタイミングです。

５警戒レベル５は、すでに安全な避難ができず
命が危険な状況です。

警戒レベル５緊急安全確保の
発令を待ってはいけません！ ４避難勧告は廃止されます。これからは、

警戒レベル４避難指示で
危険な場所から全員避難

しましょう。 ３避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、
警戒レベル３高齢者等避難で
危険な場所から避難
しましょう。

出典：内閣府ホームページ（http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/#containe)

防災対策課からのお知らせ
避難情報（警戒レベル）の変更について

（　　）令和３年
５月２０日
より
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拠点避難所の一部変更について

災害時の避難（避難所）について

　令和３年度に引き続き、「桜楽館」を新型コロナワクチン接種会場として利用するため、令和５年３
月31日（予定）まで拠点避難所を「ゆめぷらっと小城」へ変更します。

　拠点避難所とは、災害が発生するおそれがあるとき、まず、この４カ所を自主避難所として開設します。
　災害の程度、箇所および避難所の被災状況を見て避難所を選定し、開設します。開設時には、防災
行政無線での放送や市ホームページ、防災メール、小城市情報アプリ「O

お ぎ お ぎ
giOgi」でお知らせしますの

でご確認ください。

　災害時の避難所は、避難者が「密集」「密接」するケースが多く、新型コロナウイルス感染症の拡大
が懸念されます。以下の点について市民の皆さんのご協力をお願いします。

独自の避難計画（マイプラン）独自の避難計画（マイプラン）
の作成をお願いしますの作成をお願いします

分 散 避 難

在 宅 避 難

車 両 避 難

安全な場所に住んでいる親せきや友人、
知人宅などへの避難もご検討ください。

川の近くや低い土地といった危険な場
所に住んでいない人は、自宅に留まる
在宅避難（２階などに避難する垂直避
難）などもご検討ください。

避難所施設に入らず、車の中で避難す
ることも、他人との接触をさける１つ
の方法です。

いざというときに
備える避難計画
（マイプラン）

　大雨・台風だけでなく
地震、津波などさまざま
な災害を想定し、いざと
いうときに備えましょう。
　災害が想定される場合
に家族でどのような行動
をするか、避難計画（マ
イプラン）を考えてみま
しょう。

●マスク　　●体温計　●水　●食料　●スリッパ（上履き）
●筆記用具　●毛布　　●そのほか、各自必要なもの

　避難する場合は、感染リスク軽減のため、次のものをご持参ください　

拠点避難所
小城町 ゆめぷらっと小城
三日月町 ドゥイング三日月

牛津町 牛津公民館

芦刈町 ひまわり

桜楽館

203
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ポンプの運転調整とは？

ポンプの運転調整を行います堤防決壊などによる甚大な
被害を回避するために！

堤防が耐えられる最高の水位。

河川の水位がH.W.Lを超えると
堤防が決壊したり、あふれたり
する危険があります。

H.W.L

イメージ

ハイウォーターレベル

ハイウォーターレベル

H.W.Lとは…

堤防の決壊や越水による六角川・牛津川の河川の氾濫による災害を防止するため、
排水ポンプの運転を停止することです。

　洪水時は、雨が降ることにより河川の水位が上昇し、堤防が耐えられる最高の水位（H.W.L）を
超えると、決壊・越水が生じ地域にとって壊滅的な被害を招くおそれがあります。
　このような状況を回避するために、ポンプの運転調整を実施します。

　六角川・牛津川は、流域でポンプ排水量約360㎥/sの排水機場が整備されており、洪水時による
河川水位への影響は無視できないものとなっています。このため、河川氾濫による甚大な洪水被害を
回避するため、最終的な手段としてやむを得ず実施するものです。六角川流域ではこれまで平成21年
７月、平成24年７月、平成30年７月、令和元年８月および令和３年８月に運転調整を実施してきました。

排水機場

拡散

被害大
拡散

拡散

決
壊

H.W.L

洪水時にポンプの運転調整

を行わなかった場合

排水機場

被害小
H.W.L

排
水
機
場

洪水時の
河川水位

雨が降る

水が
たまる

洪水時にポンプの運転調整

を行った場合

河川の水位が高く
なり、決壊や越水
による危険が高く
なります。

河川の水位上昇を
抑制するため、ポ
ンプを一時的に停
止し、内水排水を
規制します。

排
水
機
場

洪水時の
河川水位 雨が降る

ポンプ排水による
水位上昇分 ポンプによる河川への排水

危
険
水
位

牛津川の水位がH.W.L を超えた際の状況

牛津川

牛津川（牛津出張所前）7k840右岸付近（R3/8/14 7:25頃）

けっ　かい えっ　すい
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条件①、③

条件③

条件①、②、③

（②は砥川大橋

　 水位による）

六角橋

砥川大橋

住之江橋

既設排水機場位置図および
運転調整の判断基準となる水位観測所

排水機場（国土交通省）　　排水機場（地方自治体）

排水機場（農林水産省、公害事業団）

水位観測所

【ポンプ運転を停止する条件】

地域によって条件が異なります  図をご確認ください ！

【ポンプ運転を再開する条件】

条件①　各排水機場地点で六角川・牛津川の河川
　　　　の水位（外水位）がH.W.Lを超えた場合
条件②　各排水機場の下流地点において、六角川・
　　　　牛津川の河川の水位（外水位）がH.W.L
　　　　に達した場合
条件③　各排水機場の下流地点において、堤防の
　　　　決壊、越水、漏水など重大な災害が発生
　　　　する恐れがある場合

がい  すい　 い

ろう　すい

　雨域や潮位の影響から、増水の恐れがないと思
われるとき

う　 いき ちょう　い

・建設課（東館１階）【担当】池田・塚元　☎37・6120
・国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所 管理課
　☎0954・23・5151
　　　qsr-takeo@mlit.go.jp

問

武雄河川事務所
　ホームページ▶

　　　  自分が住んでいる町にある避難所に避難しなければなりませんか？

　　　  その時に開設している避難所であれば、市内のどの避難所に避難されても構い
ません。

Ｑ1

Ａ1

　　　  避難する場合は必ず避難所に避難するべきでしょうか？

　　　  避難とは「難」から逃れ、自らの命を守ることです。安全な場所に住んでいる
親せきや友人、知人宅などへの避難や、川の近くや低い土地といった危険な場
所に住んでいない人は、自宅に留まる在宅避難（２階などに避難する垂直避難）
も避難となります。

Ｑ2

Ａ2

　　　  災害に備え、日頃からできることはありますか？

　　　  ① ハザードマップで自分の家や周辺にどのような災害リスクがあるか確認する。
　　　  ②独自の避難計画（マイプラン）を作成する。
　　　  ③水や食料などを備蓄しておく。

Ｑ3

Ａ3

避難に関する

Ｑ Ａ＆

などが挙げられます。

問  防災対策課（西館２階）  【担当】野田・川原田
　☎37・6119　FAX 37・6163

お配りしているハザードマップを、ぜひご活用ください。

　
市
内
の
河
川
や
排
水
機
場
を

中
心
に
、
緊
急
時
な
ど
の
対
応

を
支
援
す
る
た
め
の
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
い
ま

す
。

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
画
面
右

側
に
あ
る
「
小
城
市
水
害
監
視

カ
メ
ラ
」
の
バ
ナ
ー
を
ク
リ
ッ

ク
し
て
く
だ
さ
い
。
ペ
ー
ジ
内

の
「
河
川
カ
メ
ラ
一
覧
画
面
」

で
、
現
在
の
河
川
な
ど
の
状
況

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
地
図
上
の
ポ
イ
ン
ト

を
押
す
と
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
カ

メ
ラ
設
置
箇
所
の
拡
大
画
面
に

切
り
替
わ
り
ま
す
。

河川等モニタリングカメラを活用しましょう

〔市ホームページ〕

動画での確認は
バナーをクリック
してください

携
帯
電
話
で
も
静
止

画
像
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す

① 

携
帯
電
話
の
バ
ー
コ
ー

ド
リ
ー
ダ
ー
で
右
の
二

次
元
コ
ー
ド
を
読
み
取

り
ま
す
。

② 

Ｕ
Ｒ
Ｌ
が
表
示
さ
れ
る

の
で
、
決
定
ボ
タ
ン
を

押
し
接
続
し
ま
す
。

③ 

ペ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
ま

す
。

建設課（東館１階）  【担当】塚元・永渕　☎37・61２０問

小城市の地図サイト
「おぎまっぷ」からも
確認できます。
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ポンプの運転調整とは？

ポンプの運転調整を行います堤防決壊などによる甚大な
被害を回避するために！

堤防が耐えられる最高の水位。

河川の水位がH.W.Lを超えると
堤防が決壊したり、あふれたり
する危険があります。

H.W.L

イメージ

ハイウォーターレベル

ハイウォーターレベル

H.W.Lとは…

堤防の決壊や越水による六角川・牛津川の河川の氾濫による災害を防止するため、
排水ポンプの運転を停止することです。

　洪水時は、雨が降ることにより河川の水位が上昇し、堤防が耐えられる最高の水位（H.W.L）を
超えると、決壊・越水が生じ地域にとって壊滅的な被害を招くおそれがあります。
　このような状況を回避するために、ポンプの運転調整を実施します。

　六角川・牛津川は、流域でポンプ排水量約360㎥/sの排水機場が整備されており、洪水時による
河川水位への影響は無視できないものとなっています。このため、河川氾濫による甚大な洪水被害を
回避するため、最終的な手段としてやむを得ず実施するものです。六角川流域ではこれまで平成21年
７月、平成24年７月、平成30年７月、令和元年８月および令和３年８月に運転調整を実施してきました。

排水機場

拡散

被害大
拡散

拡散

決
壊

H.W.L

洪水時にポンプの運転調整

を行わなかった場合

排水機場

被害小
H.W.L

排
水
機
場

洪水時の
河川水位

雨が降る

水が
たまる

洪水時にポンプの運転調整

を行った場合

河川の水位が高く
なり、決壊や越水
による危険が高く
なります。

河川の水位上昇を
抑制するため、ポ
ンプを一時的に停
止し、内水排水を
規制します。

排
水
機
場

洪水時の
河川水位 雨が降る

ポンプ排水による
水位上昇分 ポンプによる河川への排水

危
険
水
位

牛津川の水位がH.W.L を超えた際の状況

牛津川

牛津川（牛津出張所前）7k840右岸付近（R3/8/14 7:25頃）
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条件①、③

条件③

条件①、②、③

（②は砥川大橋

　 水位による）

六角橋

砥川大橋

住之江橋

既設排水機場位置図および
運転調整の判断基準となる水位観測所

排水機場（国土交通省）　　排水機場（地方自治体）

排水機場（農林水産省、公害事業団）

水位観測所

【ポンプ運転を停止する条件】

地域によって条件が異なります  図をご確認ください ！

【ポンプ運転を再開する条件】

条件①　各排水機場地点で六角川・牛津川の河川
　　　　の水位（外水位）がH.W.Lを超えた場合
条件②　各排水機場の下流地点において、六角川・
　　　　牛津川の河川の水位（外水位）がH.W.L
　　　　に達した場合
条件③　各排水機場の下流地点において、堤防の
　　　　決壊、越水、漏水など重大な災害が発生
　　　　する恐れがある場合

がい  すい　 い

ろう　すい

　雨域や潮位の影響から、増水の恐れがないと思
われるとき

う　 いき ちょう　い

・建設課（東館１階）【担当】池田・塚元　☎37・6120
・国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所 管理課
　☎0954・23・5151
　　　qsr-takeo@mlit.go.jp

問

武雄河川事務所
　ホームページ▶

ポンプの運転調整とは？

ポンプの運転調整を行います堤防決壊などによる甚大な
被害を回避するために！

堤防が耐えられる最高の水位。

河川の水位がH.W.Lを超えると
堤防が決壊したり、あふれたり
する危険があります。

H.W.L

イメージ

ハイウォーターレベル

ハイウォーターレベル

H.W.Lとは…

堤防の決壊や越水による六角川・牛津川の河川の氾濫による災害を防止するため、
排水ポンプの運転を停止することです。

　洪水時は、雨が降ることにより河川の水位が上昇し、堤防が耐えられる最高の水位（H.W.L）を
超えると、決壊・越水が生じ地域にとって壊滅的な被害を招くおそれがあります。
　このような状況を回避するために、ポンプの運転調整を実施します。

　六角川・牛津川は、流域でポンプ排水量約360㎥/sの排水機場が整備されており、洪水時による
河川水位への影響は無視できないものとなっています。このため、河川氾濫による甚大な洪水被害を
回避するため、最終的な手段としてやむを得ず実施するものです。六角川流域ではこれまで平成21年
７月、平成24年７月、平成30年７月、令和元年８月および令和３年８月に運転調整を実施してきました。
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【ポンプ運転を停止する条件】

地域によって条件が異なります  図をご確認ください ！

【ポンプ運転を再開する条件】

条件①　各排水機場地点で六角川・牛津川の河川
　　　　の水位（外水位）がH.W.Lを超えた場合
条件②　各排水機場の下流地点において、六角川・
　　　　牛津川の河川の水位（外水位）がH.W.L
　　　　に達した場合
条件③　各排水機場の下流地点において、堤防の
　　　　決壊、越水、漏水など重大な災害が発生
　　　　する恐れがある場合

がい  すい　 い

ろう　すい

　雨域や潮位の影響から、増水の恐れがないと思
われるとき

う　 いき ちょう　い

・建設課（東館１階）【担当】池田・塚元　☎37・6120
・国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所 管理課
　☎0954・23・5151
　　　qsr-takeo@mlit.go.jp

問

武雄河川事務所
　ホームページ▶
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　このような状況を回避するために、ポンプの運転調整を実施します。
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武雄河川事務所
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牛
津
川
で
は
令
和
元
年
８
月

に
発
生
し
た
洪
水
に
お
い
て
、

堤
防
か
ら
の
越
水
や
排
水
ポ
ン

プ
の
運
転
調
整
が
必
要
と
な

り
、
大
規
模
な
浸
水
被
害
が
発

生
し
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
現
在
、
武
雄
河
川

事
務
所
で
は
令
和
元
年
８
月
洪

水
へ
の
対
応
と
し
て
、
緊
急
的

に
治
水
対
策
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
小
城
市
を
流
れ
る
牛
津
川
で

は
、
以
下
の
３
つ
の
対
策
を
予

定
し
て
お
り
、
令
和
６
年
度
完

了
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

①
河
川
内
の
掘
削

② 

牛
津
川
遊
水
地
の
整
備

　
（ 

洪
水
の
一
部
を
一
時
的
に

貯
留
す
る
施
設
）

③
堤
防
の
整
備

　
（
川
幅
を
広
げ
る
）

　
こ
の
治
水
対
策
を
行
う
こ
と

で
、
令
和
元
年
８
月
洪
水
と
同

じ
規
模
の
洪
水
が
発
生
し
た
場

合
で
も
、
堤
防
か
ら
の
越
水
を

防
ぎ
、
安
全
に
洪
水
を
流
下
さ

せ
、
排
水
ポ
ン
プ
の
運
転
調
整

の
回
避
を
図
り
ま
す
。

問
合
せ　
国
土
交
通
省

　
九
州
地
方
整
備
局

　
武
雄
河
川
事
務
所　
調
査
課

　
☎
０
９
５
４
・
２３
・
５
１
５
１

　
　�q

sr-takeo
@

m
lit.

go.jp

武
雄
河
川
事
務
所

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ  ⇒

緊急的に牛津川の治水対策を進めています
問  建設課（東館１階）  【担当】池田・永ノ間　☎37・61２０
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お知らせ

　
顔
写
真
撮
影
の
無
料
サ
ー
ビ

ス
を
、
近
く
で
簡
単
・
便
利
に

申
請
で
き
る
よ
う
に
、
市
民
課

各
出
張
所
窓
口
で
も
始
め
ま
し

た
。

　
ご
自
身
で
写
真
撮
影
が
困
難

な
人
や
窓
口
で
相
談
を
し
な
が

ら
申
請
を
さ
れ
た
い
人
は
、
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

受
付
場
所

・
市
民
課
窓
口

　
（
本
庁
）

・
小
城
出
張
所

・
牛
津
出
張
所

・
芦
刈
出
張
所

受
付
時
間

　
平
日
８
時
３０
分
～
１７
時
１５
分

持
っ
て
く
る
も
の

　
運
転
免
許
証
や
保
険
証
な
ど

の
本
人
確
認
書
類

注
意
事
項

・ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
作

る
本
人
が
来
庁
し
て
く
だ
さ

い
。

・ 

受
け
取
り
は
、後
日
、市
民
課

窓
口
（
出
張
所
含
む
）
に
来

庁
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・ 

顔
写
真
無
料
撮
影
サ
ー
ビ
ス

は
、
小
城
市
に
住
民
票
が
あ

り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
そ
の
場
で
申
請
す
る
人
に

限
定
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
申
請
時
に
、
次
の
①

②
③
を
ご
持
参
の
う
え
、
暗
証

番
号
を
決
め
ら
れ
た
場
合
は
、

カ
ー
ド
作
成
後
は
、
本
人
限
定

受
取
郵
便
で
直
接
自
宅
へ
郵
送

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

① 

本
人
確
認
書
類
２
点

（ 

写
真
付
き
身
分
証
明
書
が

１
点
以
上
必
要
）

②
通
知
カ
ー
ド

③
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

（
交
付
を
受
け
て
い
る
人
の
み
）

※ 

詳
し
く
は
、
市
民
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市民課出張所窓口でマイナンバーカードの申請
受付開始 問  市民課（西館１階）  【担当】嘉村・川副　☎37・61００

マイナンバーカード 検索
小城市ホームページから

問 申  市民課（西館１階） 
【担当】嘉村・野中　☎37・61００

問  防災対策課（西館２階） 
【担当】野田・東　☎37・6119

マイナンバーカード 検索
小城市ホームページからマイナンバーカードの

時間外手続きのお知らせ夏の交通安全県民運動

　
「
や
め
よ
う
！
佐
賀
の
よ
か

ろ
う
も
ん
運
転
」を
ス
ロ
ー 

ガ
ン
に
「
夏
の
交
通
安
全
県

民
運
動
」が
実
施
さ
れ
ま
す
。

期
間

　
７
月
１３
日
㈬
～
２２
日
㈮

　
こ
の
期
間
中
は
、
下
記
の

項
目
を
重
点
目
標
に
交
通
安

全
運
動
を
行
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
一
人
一
人
が
交
通

事
故
の
防
止
に
心
掛
け
ま

し
ょ
う
。

　
平
日
の
開
庁
時
間
内
に
来

庁
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、

時
間
外
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

〈
７
月
平
日
〉

開
設
日

　
毎
週
木
曜
日（
祝
日
除
く
）

開
設
時
間

　
１７
時
１５
分
～
１９
時

※ 

当
日
１７
時
ま
で
に
電
話
で

の
予
約
が
必
要
で
す
。

〈
７
月
日
曜
日
〉

開
設
日

　
７
月
１０
日
㈰
、
２4
日
㈰

開
設
時
間　
９
時
～
１２
時

〈
共
通
事
項
〉

開
設
場
所

　
市
民
課（
出
張
所
を
除
く
）

取
扱
業
務

・ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
・
交
付

・
電
子
証
明
書
の
更
新

・
暗
証
番
号
の
変
更

　
（
初
期
化
）

・
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込

・
保
険
証
利
用
の
申
込

・
公
金
受
取
口
座
の
登
録

※ 

顔
写
真
の
無
料
撮
影
サ
ー

ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。▲ 交通指導員による街頭指導

地
域（
佐
賀
県
）重
点

　
携
帯
電
話
使
用
を
は

じ
め
と
し
た
「
よ
か
ろ

う
も
ん
運
転
」
の
根
絶

（

）

牛
津
出
張
所
の
み

平
日
９
時
３０
分
～
１８
時
１５
分
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お知らせ

〜新しい保険証を７月14日（木）から順次発送します！〜

〜医療費が高額になりそうなとき〜

各種保険証 旧 新 有効期限

国保 レモン色 桃色 ７月31日

後期高齢 緑色 紫色 ９月30日※

佐 賀 県

国民健康保険

被 保 険 者 証

有効期限 令和 5年　7月 3 1日

記 号 番 号 枝 番

氏　　　　名 小城　一郎

生 年 月 日

適 用 年 月 日

交 付 年 月 日

世 帯 主 氏 名

昭和29年　1月11日

平成26年　4月　1日

令和 4 年　8月　1日

小城　一郎

住所　　小城市三日月町長神田2312番地2

保険者番号　　410084 交付者名　小城市

性　別　　男

見 本

　新しい保険証は、７月中に【簡易書留】でお届けし
ますので、８月以降にご使用ください。保険証の色
は左記のように変わります。期限が切れた保険証は、
裁断するなどして破棄してください。
《お願い》
　新しい保険証が届いたら、住所・氏名・性別・生年
月日の確認をお願いします。記載内容に誤りがある場
合は、ご連絡ください。
※ 後期高齢者医療制度については、10月１日から窓口

負担割合２割が導入されるため、今回交付する保険証
の有効期限は９月30日までとなります。10月以降に
使用できる保険証は、９月中に再度発送します。

　入院や高額な外来を受診する時に「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口負担が自己負担限
度額までになります。限度額適用認定証が必要な場合は、国保年金課へお問い合わせください。
※ 限度額は、世帯の所得によって異なります。
※ 70歳以上の人は、世帯によって限度額適用認定証を必要としない場合があります。
※ 限度額適用認定証の有効期限は、保険証の有効期限と同じです。

　社会保険や建設国保などの加入・喪失手続きは、
会社が行ってくれますが、国民健康保険の加入・
喪失手続きは自分で行わなければいけません！
　手続きをしないと、社会保険料と国保税を二重
に支払うことになります。右記のものを持参し、
国保年金課で手続きを行ってください。

あなたは２つの保険資格（国民健康保険と社会保険など）を持っていませんか？
・新たに加入した健康保険の保険証（全員分）
・国保の保険証
・マイナンバーが分かるもの
　（ 世帯主および喪失者分のマイナンバー 

カードなど）
・身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証など）

　８月以降に限度額適用認定証を利用さ
れる人は、８月以降に手続きが必要です。
身分証明書、保険証、マイナンバーが分
かるものを持参し、国保年金課で手続き
を行ってください。
※ 国保税に滞納がある場合は発行できません。

　現在、限度額適用認定証をお持ちの人で、８月以降も負
担区分に変更がなければ、新しい認定証を保険証と一緒に
７月中に送付します。
※ 現在お持ちでない人で、対象の人は、申請により交付を行いま

す。対象者の保険証、マイナンバーが分かるもの、申請者（記
入される人）の身分証明書を持参し、国保年金課で手続きを
行ってください。

国民健康保険 後期高齢者医療

国民健康保険・後期高齢者医療制度に
加入している皆さんへ 国保年金課（西館１階）  【担当】定松・森永　☎37・61０1問
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保
険
料
（
令
和
４
年
度
の
保
険
料

は
月
額
１
６
、５
９
０
円
）
を
納
め

る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
に

は
、
本
人
の
申
請
に
よ
っ
て
保
険
料

の
納
付
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

※ 
国
民
年
金
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま

放
置
す
る
と
年
金
を
受
給
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
全
額
免
除
・
一
部
免
除
申
請

　
本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前
年

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
保
険

料
の
納
付
が
全
額
免
除
ま
た
は
一
部

免
除
に
な
り
ま
す
。

②
納
付
猶
予
申
請

　
５０
歳
未
満
の
人
で
本
人
・
配
偶
者

の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

③
学
生
納
付
特
例
申
請

　

特
例
が
認
め
ら
れ
た
学
校
（
大

学
・
短
大
・
専
門
学
校
な
ど
）
の
学

生
で
本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

※�

①
～
③
は
、
申
請
時
点
の
２
年
１

カ
月
前
の
月
分
ま
で
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
申
請
が
遅
れ

る
と
、
万
が
一
の
際
に
障
害
基
礎

年
金
な
ど
を
受
け
取
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

《
上
記
①
②
を
申
請
す
る
人
》

・ 

身
分
証
明
書
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
）

※ 

令
和
３
年
中
の
所
得
が
未
申
告
の

人
は
申
請
の
受
付
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
際
は
所
得
の
申
告
を
終
え
て

　
か
ら
の
受
付
と
な
り
ま
す
。

（
申
請
者
の
配
偶
者
や
世
帯
主
が

　
未
申
告
の
場
合
も
同
様
で
す
）

《
上
記
③
を
申
請
す
る
人
》

・ 

身
分
証
明
書
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
）

・ 

学
生
証
の
写
し
、
ま
た
は
在
学
証

明
書

国民年金保険料免除・納付猶予制度をご活用ください

免除と未納の違い

全額免除 一部免除※ 納付猶予
学生納付特例 未納

障害・遺族基礎年金の受給資
格期間に計算されるか？ ○○ ○○ ○○ ×

老齢基礎年金の受給資格期間
に算入されるか？ ○○ ○○ ○○ ×

老齢基礎年金の年金額に
反映されるか？ ○○ ○○ × ×

※一部免除は、一部免除保険料を納付しなければ未納扱いとなります。

退
職（
失
業
）時
の

 

特
例
免
除
制
度

　
免
除
な
ど
の
申
請
を
す
る
年

度
ま
た
は
前
年
度
に
退
職
（
失

業
）
し
た
人
は
「
特
例
免
除
制

度
」
を
利
用
で
き
ま
す
。
こ
の

制
度
は
、
退
職
さ
れ
た
人
の
所

得
を
０
円
と
み
な
し
て
審
査
が

行
わ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
退
職
さ
れ
た
人
以

外
に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る

と
き
は
免
除
な
ど
が
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

特
例
免
除
申
請
に
必
要
な
も
の

・ 

離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
発
行
）
の
写
し
。

・ 

印
か
ん（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

※ 

公
務
員
の
人
は
退
職
辞
令
の

写
し
で
可
。

令
和
４
年
７
月
〜
令
和
５

年
６
月
分
の
国
民
年
金
保

険
料
免
除
な
ど
の
申
請
受

付
を
、７
月
１
日
㈮
か
ら

始
め
ま
す
。

国保年金課（西館１階）  【担当】中野・満岡　☎37・61０1問 申
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お知らせ

問  ・佐賀中部広域連合　給付課　　  【担当】米丸 　☎4０・1134
・高齢障がい支援課（西館１階）  【担当】井上・原　☎37・61０8

介護保険負担限度額認定申請について

利用者
負担
段階

対象となる人

負担限度額
居住費（滞在費） 食費

ユニット型
個室

ユニット型
個室的
多床室

従来型
個室 多床室 施設

サービス
短期入所
サービス

第１段階
生活保護受給者
世帯全員（別世帯の配偶者を含む）が住民税
非課税で老齢福祉年金受給者

820円 490円 490円
（320円） 0円 300円 300円

第２段階
世帯全員（別世帯の配偶者を含む）が住民税
非課税で合計所得金額＋課税年金収入＋非課
税年金収入が80万円以下

820円 490円 490円
（420円） 370円 390円 600円

第３段階

第３段階
①

世帯全員（別世帯の配偶者を含む）
が住民税非課税で、合計所得金額
+課税年金収入+非課税年金収入が
80万円超120万円以下の人

1,310円 1,310円 1,310円
（820円） 370円 650円 1,000円

第３段階
②

世帯全員（別世帯の配偶者を含む）
が住民税非課税で、合計所得金額
+課税年金収入+非課税年金収入が
120万円超の人

1,310円 1,310円 1,310円
（820円） 370円 1,360円 1,300円

第４段階 上記以外の人 負担限度額なし

　
５
月
１１
日
㈬
に
Ｓ
Ａ
Ｇ
Ａ
２

０
２
４
小
城
市
実
行
委
員
会
第

２
回
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
大
会
会
期
お
よ
び
競
技
会
会

期
、
各
専
門
委
員
会
の
報
告
事

項
（
開
催
推
進
の
た
め
の
各
種

計
画
や
大
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

募
集
な
ど
）
に
つ
い
て
説
明
さ

れ
、
次
に
議
決
事
項
と
し
て
、

令
和
３
年
度
事
業
報
告
、
収
支

決
算
、
令
和
４
年
度
事
業
計
画

（
案
）、
予
算（
案
）が
審
議
さ
れ

ま
し
た
。

　
今
後
も
、
大
会
成
功
に
向
け

て
〝
オ
ー
ル
小
城
〟
で
準
備
を

進
め
て
い
き
ま
す
。

SAGA２０２4小城市実行委員会　第２回総会開催
問  国民スポーツ大会推進課（東館２階）  【担当】江里口・右近　☎37・6137

SAGA2024 検索
小城市ホームページから

　施設サービスとショートステイを利用する人の食費・居住費は、全額ご本人で負担していただく必要があります。
　しかし、所得が低く、食費・居住費を負担することが難しい利用者には、申請により、その一部が介護保険か
ら「特定入所者介護（介護予防）サービス費」として支給されます。

利用者負担段階と負担限度額（一日当たり）

（　）は介護老人福祉施設および短期入所生活
預貯金などが一定額を超える場合、特定入所者介護（予防）サービス費の給付対象にはなりません。
　・第１段階　：預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
　・第２段階　：預貯金などが単身　650万円、夫婦1,650万円を超える場合
　・第３段階①：預貯金などが単身　550万円、夫婦1,550万円を超える場合
　・第３段階②：預貯金などが単身　500万円、夫婦1,500万円を超える場合
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介護保険負担割合証 介護保険負担限度額認定証

対象者 要支援・要介護認定を受けている人や
事業対象者

介護保険施設に入所している人や
ショートステイを利用する人

証の色 白色　 ピンク色　

現在の有効期限 ７月31日（日） ７月31日（日）

更新の手続き
手続きは不要。
佐賀中部広域連合から新しい負担割合証
を郵送します。

８月以降も認定証が必要な場合は、６月30
日（木）までに、佐賀中部広域連合または高齢
障がい支援課に更新の申請をしてください。

新しい証の到着 ７月中旬 ７月中旬

※ 介護サービスを利用している人は、新しい負担割合証・負担限度額認定証をケアマネジャーやサービス事業者に提示してください。

介護保険負担割合証などの更新について
問 申  ・佐賀中部広域連合　給付課　　  【担当】米丸 　☎4０・1134

・高齢障がい支援課（西館１階）  【担当】井上・原　☎37・61０8

問 申 「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター（平日９時〜18時）☎０1２０・4００・9０3  FAX ０1２０・3００・466（２4時間）
問 申  社会福祉課（西館１階）  【担当】原・松尾　☎37・61０7

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内 子育て給付金 検索
小城市ホームページから

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る

中
で
、
低
所
得
の
子
育
て
世
帯

に
対
し
、
子
育
て
世
帯
生
活
支

援
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

《
ひ
と
り
親
世
帯
分
》

支
給
対
象
者

　
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人

① 

令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶

養
手
当
受
給
者
の
人
【
申
請

不
要
】

※ 

６
月
２０
日
㈪
に
支
給
。

② 

公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て

い
る
こ
と
に
よ
り
、
令
和
４

年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
人

【
申
請
必
要
】

③ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が

急
変
す
る
な
ど
、
収
入
が
児

童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
人
と
同
じ
水
準
に
な
っ
て

い
る
人
【
申
請
必
要
】

《
そ
の
他
の
子
育
て
世
帯
分
》

支
給
対
象
者

　
次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人

① 

令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
手

当
ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手

当
の
受
給
者
で
、
令
和
４
年

度
分
の
住
民
税
均
等
割
が
非

課
税
の
人
【
申
請
不
要
】

※ 

７
月
１５
日
㈮
に
支
給
予
定
。

② 

前
述
の
①
の
ほ
か
、
１８
歳

年
度
末
ま
で
の
子（
障
が
い

児
に
つ
い
て
は
２０
歳
未
満
）

お
よ
び
令
和
４
年
４
月
以

降
、
令
和
５
年
２
月
末
ま

で
に
生
ま
れ
る
新
生
児
の

養
育
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
人【
申
請
必
要
】

　
・ 

令
和
４
年
度
分
の
住
民
税

均
等
割
が
非
課
税
の
人

　
・ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
を
受
け
て
家

計
が
急
変
し
、
令
和
４
年

度
分
の
住
民
税
均
等
割
が

非
課
税
で
あ
る
人
と
同
様

の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
人

共
通
事
項

支
給
額

　
児
童
一
人
当
た
り　
５
万
円

申
請
期
間

　
令
和
５
年
２
月
２８
日
㈫
ま
で

申
請
場
所

　
社
会
福
祉
課  

子
育
て
支
援
係
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お知らせ

　
７
月
１
日
㈮
か
ら
、
次
の
行

政
区
の
一
部
が
供
用
開
始
区
域

（
下
水
道
を
使
用
で
き
る
区
域
）

と
な
り
、
家
庭
か
ら
の
生
活
雑

排
水
を
公
共
下
水
道
に
流
す
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

対
象
行
政
区

・ 

三
日
月
町
の
久
米

・
芦
刈
町
の
高
道
・
舎
人

宅
内
排
水
設
備
工
事

　
下
水
道
を
使
用
す
る
た
め
に

は
、
宅
内
排
水
設
備
工
事
が
必

要
で
す
。
市
が
指
定
し
て
い
る

「
排
水
設
備
指
定
工
事
店
」
に

依
頼
し
、
市
へ
届
け
出
を
行
っ

た
後
に
工
事
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

工
事
費
用

　
宅
内
排
水
設
備
に
か
か
る
費

用
は
、個
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

補
助
制
度

　
排
水
設
備
工
事
に
か
か
る
費

用
の
負
担
を
少
し
で
も
軽
減
で

き
る
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
制

度
を
設
け
て
い
ま
す
。

・ 

下
水
道
等
宅
内
改
造
積
立
金

補
助
金
交
付
制
度

・ 

水
洗
便
所
等
改
造
資
金
利
子

補
給
金
交
付
制
度

　
下
水
道
供
用
開
始
と
な
っ
た

区
域
内
の
家
庭
は
、
早
め
の
接

続
を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

区
域
の
確
認
や
詳
細
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

公共下水道供用開始のお知らせ
問  下水道課（東館２階）  【担当】飯守・原　☎37・61２２

下水道　供用 検索
小城市ホームページから

クリーンますクリーンます 汚水ます汚水ます 汚水ます汚水ます 公共ます公共ます 本管本管
側溝側溝

官民
境界

官民
境界

道路道路

排水設備排水設備
（個人で設置、管理します）（個人で設置、管理します） （市が設置、管理します）（市が設置、管理します）

下水道下水道

　
市
で
は
、住
み
慣
れ
た
地
域
で

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け

ら
れ
る
よ
う
、見
守
り
と
買
い
物

支
援
の
充
実
を
目
的
と
し
た「
買

い
物
支
援
事
業
」に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

買
い
物
支
援
協
力
店
の
種
類

・ 

お
と
ど
け
店

　
（
訪
問
支
援
型
）

　

 

商
品
の
配
達
や
出
張
サ
ー
ビ

ス
を
行
っ
て
い
る
お
店

・ 

よ
り
ど
こ
ろ
店

　
（
店
内
配
慮
型
）

　

 

店
内
で
の
補
助
や
購
入
品
の

車
ま
で
の
運
搬
な
ど
の
サ
ー

ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
お
店

買
い
物
支
援
協
力
店
の
案
内
冊

子
　
支
援
を
必
要
と
さ
れ
て
い
る

人
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
買
い

物
支
援
協
力
店
の
案
内
冊
子

（
登
録
店
一
覧
）
を
配
布
し
て

い
ま
す
。
配
布
場
所
は
社
会
福

祉
課
の
ほ
か
、
小
城
市
社
会
福

祉
協
議
会
、
お
た
っ
し
ゃ
本
舗

小
城
、
小
城
商
工
会
議
所
、
小

城
市
商
工
会
の
窓
口
で
も
配
布

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

買
い
物
支
援
協
力
店
の
募
集

　
見
守
り
と
買
い
物
支
援
に
協

力
し
て
い
た
だ
け
る
お
店
な
ど

を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
募
集
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
い
た
だ
く

か
、
社
会
福
祉
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

買い物支援協力店について（お知らせ）
問 申  社会福祉課（西館１階）  【担当】西岡・永田　☎37・61０7

買い物支援 検索
小城市ホームページから
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（５月入札分で予定価格が1,000万円を超えるもの）� （単位：円、％）

工事名等 指名業者等 落札業者 落札決定額�
(うち消費税相当額)

予定価格�
(うち消費税相当額) 落札率 入札執行課

令和４年度
小城市市営浄化槽事業
第６号浄化槽設置工事

㈱嶋本建設、㈱中部ガス、西岡建設㈱、
水田建設㈱、㈱エグチ・ビルド、
㈱久保建設、㈱政工務店

㈱嶋本建設
12,056,000
(1,096,000)

12,694,000
(1,154,000)

94.97 財政課
☎37・6117

問  財政課（西館２階）  【担当】古賀・辻田　☎37・6117入札結果を公表します

※入札結果は、市ホームページでも公表しています。 入札結果の公表 検索小城市ホームページから

　
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
や
住
ん
で

い
る（
い
た
）と
こ
ろ
を
理
由
に

結
婚
や
就
職
が
で
き
な
か
っ
た

り
す
る
差
別
を
受
け
る
の
が
同

和
問
題
で
す
。

　
こ
の
同
和
問
題
は
、
日
本
固

有
の
深
刻
な
人
権
問
題
で
す
。

　
私
た
ち
は
、
生
ま
れ
て
く
る

場
所
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
先
入
観
や
偏
見
に
惑
わ
さ

れ
ず
、
差
別
を
無
く
し
て
い
け

る
よ
う
一
人
一
人
が
意
識
を
変

え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
同
和
問
題
は
、
自
分
と
は
関

係
な
い
こ
と
と
思
わ
ず
、
私
た

ち
自
身
の
問
題
と
と
ら
え
ま

し
ょ
う
。

　
市
で
は
、
同
和
問
題
啓
発
強

調
月
間
に
あ
わ
せ
「
小
城
市
人

権･

同
和
問
題
を
考
え
る
講
演

会
」
を
開
催
し
ま
す
。
意
識
を

変
え
る
き
っ
か
け
作
り
、
ま
た

人
権
に
つ
い
て
考
え
る
良
い
機

会
で
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

※
手
話
通
訳・要
約
筆
記
あ
り
。

日
時　
８
月
３
日
㈬

　
　
　
１4
時
～
１５
時
4５
分　

　
　
　
（
１３
時
３０
分
開
場
）

場
所　
ド
ゥ
イ
ン
グ
三
日
月

講
師　
坂さ

か
田た

か
お
り
さ
ん

演
題　

　
い
の
ち
・
語
り
・
つ
な
が
る

同
和
教
育

　
～
こ
の
子
た
ち
の
笑
顔
に
会

い
た
く
て
～

入
場
料　
無
料

「小城市人権・同和問題を考える講演会」を
開催します 問 申  人権・同和対策室（西館１階）  【担当】本村・糸山　☎37・6136

同和問題を考える講演会 検索
小城市ホームページから

坂田かおりさん

　
聴
こ
え
に
つ
い
て
、
不

安
を
感
じ
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
？

・�

聞
き
誤
り
、
聞
き
返
し

が
増
え
て
き
た

・�

ザ
ワ
ザ
ワ
し
た
場
所
で
、

言
葉
が
は
っ
き
り
と
聞

き
と
れ
な
い

・�

テ
レ
ビ
の
音
が
大
き
い

と
家
族
か
ら
言
わ
れ
る

　
相
談
会
で
は
、
言
語
聴

覚
士
が
聴
力
測
定
を
行

い
、
結
果
を
分
か
り
や
す

く
説
明
し
ま
す
。
ま
た
、

話
し
や
す
い
環
境
づ
く

り
、
聞
き
と
り
の
コ
ツ
な

ど
に
つ
い
て
も
、
お
伝
え

し
ま
す
。

　
測
定
・
相
談
は
無
料
で

す
。
前
日
ま
で
に
予
約
し

て
く
だ
さ
い
。

実
施
日

　
７
月
２７
日
㈬

会
場

　
小
城
市
役
所

　
西
館
２
階　
大
会
議
室

巡回聴こえの相談 in 小城市 聴こえ　相談 検索
小城市ホームページから

問  ・高齢障がい支援課（西館１階）  【担当】山本・佐保　☎37・61０8
問 申  ・佐賀県聴覚障害者サポートセンター　　　　　　　　☎4０・77００

　
当
日
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
出
張
申
請
を
受

付
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、市
民
課
（
☎

３７・
６
１
０
０
）
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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市
長
コ
ラ
ム

社
会
教
育
指
導
員　
　
　
　

　
八や

頭と
う
司じ

美み

和わ

　
私
事
に
な
り
ま
す
が
、「
人
権

の
窓
」
か
ら
始
ま
り
「
心
の
ひ

ろ
ば
」
の
コ
ー
ナ
ー
の
原
稿
を

書
き
始
め
て
今
年
で
８
回
目
に

な
り
ま
す
。
私
に
と
っ
て
こ
の

機
会
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

お
伝
え
し
た
ら
よ
い
の
か
を
考

え
、
改
め
て
人
権
に
つ
い
て
向

き
合
う
時
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
人
権
」
と
い
う
言
葉
か
ら

受
け
る
印
象
は
と
て
も
難
し
く

考
え
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、

す
べ
て
の
人
が
生
ま
れ
な
が
ら

に
持
つ
権
利
で
と
て
も
身
近
で

大
切
な
も
の
。
生
命
と
自
由
を

確
保
し
、
日
常
の
思
い
や
り

の
心
に
よ
っ
て
守
ら
れ

る
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
今
、

最
大
の
人
権
侵
害
と

言
わ
れ
る
戦
争
が
、

こ
の
世
界
で
起
こ
っ

て
い
ま
す
。
何
の
罪
も

な
い
未
来
あ
る
子
ど
も

を
含
め
一
般
の
人
々
の
自

由
や
日
常
生
活
、
ま
し
て
や
命

ま
で
も
奪
う
と
い
う
、
悲
し
く

痛
ま
し
い
報
道
を
見
る
度
に
心

が
苦
し
く
な
り
ま
す
。
ど
う
し

て
こ
ん
な
悲
し
い
出
来
事
が
起

こ
っ
て
し
ま
う
の
か
。
一
日
も

早
く
平
和
が
訪
れ
る
こ
と
を
祈

る
ば
か
り
で
す
。

　
子
ど
も
、
高
齢
者
、
障
が
い

の
あ
る
人
の
人
権
、
コ
ロ
ナ
禍

の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
人
権
侵
害
な

ど
、
理
解
を
深
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
身
近
な
人
権
課
題
は
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
当
た
り

前
の
日
常
を
過
ご
す
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
の
人
権
が
守
ら
れ
て
い
る
か

ら
こ
そ
で
す
。
当
た
り
前
の
日

常
が
い
か
に
幸
せ
な
こ
と
で
あ

る
か
を
改
め
て
か
み
し
め
る
今

日
こ
の
頃
で
す
。

「
当
た
り
前
の
日
常
」

問  人権・同和対策室（西館１階）  【担当】本村・糸山　☎37・6136

　

こ
の
コ
ラ
ム
を
書
い
て
い
る
頃
に

は
、
沖
縄
が
梅
雨
入
り
し
て
数
日
が

経
ち
ま
し
た
。

　

小
城
市
で
は
麦
の
収
穫
も
終
わ

り
、
今
は
、
田
植
え
の
シ
ー
ズ
ン
を

迎
え
、
ま
ず
は
、
水
不
足
に
な
ら
な

い
か
を
心
配
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

し
か
し
、
近
年
で
は
地
球
温
暖
化

な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
異
常
な
雨
の

降
り
方
が
続
き
、
小
城
市
で
は
令
和

元
年
、
令
和
３
年
と
立
て
続
け
に
被

害
を
被
っ
て
き
ま
し
た
。
水
不
足
の

心
配
と
大
雨
対
策
と
、
両
睨
み
で
の

対
応
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
防
災
・
減
災
対
策
の
た

め
様
々
な
事
業
に
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
が
、
今
後
も
地
域
の
皆
様
と

し
っ
か
り
連
携
を
図
り
な
が
ら
対
策

を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
自
分
の
命

は
自
分
自
身
で
守
っ
て
い
く
意
識
を

高
め
つ
つ
、み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
、

助
け
合
い
、
支
え
合
い
な
が
ら
、
戮り

く

力り
ょ
く

協き
ょ
う

心し
ん

し
て
対
応
し
て
い
く
所
存
で

す
。

▲江里口市長／書

小
城
市
長　
　
　
　

江
里
口
秀
次

戮り
く
力り
ょ
く

協き
ょ
う

心し
ん
：
み
ん
な
の
力
を
結
集
さ
せ
物
事
に
取
り
組
む
こ
と
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サガン鳥栖★情報！サガン鳥栖★情報！

【チケットに関するお問い合わせ】 株式会社サガン・ドリームス　☎0942・81・5290

小城市はサガン鳥栖と交流宣言を締結しています。

小城町253番地21  ☎37・6601　開館時間／８時30分～22時 ゆめぷらっと小城 検索

インフォメーション

お気軽に

お越しく
ださい。

お気軽に

お越しく
ださい。

まちの元気塾　「小城暮らしの保健室」

問 ひらまつクリニック内地域包括ケア推進室
☎72・8650

参加費 無料定員 各20人程度 定員 20人程度
場所 １階  研修室

場所 １階  研修室

場所 会議室

場所 ゆめぷらっと小城  
全館

日時 ７月12日（火） 10時～15時
７月23日（土） 13時～15時

問 ゆめぷらっと小城　☎37・6601
問 ゆめぷらっと小城　☎37・6601

問 ゆめぷらっと小城　☎37・6601

まちの元気塾　「切り絵アート教室」

日時 ７月10日（日） 12時～15時

日時 ７月24日（日） 
10時～16時

日時 ６月15日（水）～11月２日（水） 14時～15時30分
（第1・3水曜日）※全10回 途中参加でもＯＫ

第７回 ぷら～っと手づくりマルシェ

切り絵アート指導 カッティングアーティスト 洋二郎さん
よう じ ろう

中国語指導 張  夢婷さん
チョウ ム テイ

シルエットが美しい切り絵アートに挑戦してみませんか！

待ちに待ったマルシェが
２年ぶりに開催。
新型コロナウイルスの感
染対策もしっかり行って
お待ちしています。

ムテイ

「夢婷さんの中国語教室」

参加費 １人 300円

参加費 無料
持参物 マスク、筆記用具

募集人数 10人（小学生以下は保護者１人の同伴が必要）

まちの元気塾
楽しく！すぐ覚える！

　サガン鳥栖は４、５月のリーグ戦10試合を戦い、３勝２敗
５分けと勝点14を積み上げ８位！
　４月６日（水）の北海道コンサドーレ札幌戦で５得点目
を決めた藤

ふ じ

田
た

直
な お

之
ゆ き

選手は、試合後のインタビューで「サポー
ターが作ってくれるこのスタジアムの雰囲気が昔から本当
に好きです。最後にサポーターの姿が見れるのが嬉しいの
で、これからも喜んでもらえる今日のような試合を続けて
いきたいと思います」とサガン鳥栖愛を語りました。
　今シーズンも新型コロナウイルス感染症の影響はありま
すが、スタジアムでは感染対策を徹底し皆さまのご来場を
お待ちしております。（５月31日著）

写真提供：株式会社サガン・ドリームス

vol.53

１桁順位をキープ

試合会場：駅前不動産スタジアム７月ホームゲーム
試合 開催日 キックオフ 対戦相手

明治安田生命Ｊ１リーグ　第19節 ７月２日（土） 19時30分 ヴィッセル神戸
明治安田生命Ｊ１リーグ　第21節 ７月10日（日） 19時 柏レイソル
明治安田生命Ｊ１リーグ　第22節 ７月16日（土） 19時 横浜Ｆ・マリノス

チケット購入
はこちらから
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